
 第３０号議案

  品川区営住宅条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。

  平成３０年２月２１日

                   品川区長  濱  野   健  

   品川区営住宅条例の一部を改正する条例

 品川区営住宅条例（平成９年品川区条例第３９号）の一部を次のように改正

する。

 第１１条第１項中「第１５条第１項」を「第１６条第１項」に改め、同項た

だし書中「請求を」を「報告の請求を」に改め、同条第３項中「第１５条第１

項」を「第１６条第１項」に改め、同条に次の１項を加える。

４ 区長は、使用者（公営住宅法施行規則（昭和２６年建設省令第１９号。以

下「省令」という。）第８条に掲げる者に限る。第２６条第３項において同

じ。）が第２３条の規定による収入に関する報告をすることおよび法第３４

条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるとき

は、第１項の規定にかかわらず、当該使用者の一般区営住宅の使用料を、毎

年度、省令第９条に定める方法により把握し、第２４条の規定により認定し

た当該使用者およびその同居者の収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下

で令第２条および令第１６条第１項に定める算定方法により算定した額と

することができる。

 第１３条の２中「第１１条第１項」の次に「もしくは第４項」を、「第２６条

第１項」の次に「もしくは第３項」を加える。



 第１３条の３中「第１１条第１項」の次に「もしくは第４項」を、「第２６条

第１項」の次に「もしくは第３項」を加え、「第１１条および令第１５条第２項」

を「第１２条および令第１６条第２項」に改める。

 第１７条第１項中「公営住宅法施行規則（昭和２６年建設省令第１９号。以

下「省令」という。）第１０条」を「省令第１１条」に改める。

 第１８条第１項中「第１１条」を「第１２条」に改める。

 第２３条に次のただし書を加える。

  ただし、区長が当該使用者（省令第８条に掲げる者に限る。）が当該報告を

することが困難な事情にあると認めるときは、この限りでない。

 第２４条第１項中「報告」の次に「、第１１条第４項または第２６条第３項

の規定により把握した収入」を加える。

 第２６条第１項中「第１１条第１項」の次に「および第４項」を加え、同条

第２項中「第８条第２項」の次に「（同条第３項において読み替えて準用する場

合を含む。以下この条において同じ。）」を加え、「第１５条第１項」を「第１６

条第１項」に改め、同条第３項中「、第１項」の次に「および前項」を加え、

同項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。

３ 区長は、使用者が第１項の規定に該当する場合において第２３条の規定に

よる収入に関する報告をすることおよび法第３４条の規定による報告の請

求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第１１条第４項および

前２項の規定にかかわらず、当該使用者の一般区営住宅の使用料を、毎年度、

省令第９条に定める方法により把握し、第２４条の規定により認定した当該

使用者およびその同居者の収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で令第



８条第２項および令第１６条第１項に定める算定方法により算定した額と

することができる。

 第２９条第１項中「第２６条第１項」を「第４項ならびに第２６条第１項お

よび第３項」に改める。

 第４６条中「第１０条」を「第１１条」に、「第１１条」を「第１２条」に改

める。

   付 則

 この条例は、公布の日から施行する。

 （説明）公営住宅法が改正されたことから、認知症である者等の収入申告義

務を緩和するほか、規定を整備する必要がある。


